
　福祉基金貸付要綱
設　　置　昭和48年8月1日

－部改正　昭和49年2月1日

－部改正　昭和51年1月27日

－部改正　昭和53年4月1日

－部改正　平成８年5月29日

一部改正　平成19年5月24日

一部改正　平成21年4月１日

（趣旨）

第ｌ　この要綱は、社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉基金設置運営規程第２条第２項の規定に基づいて、民間福祉施設の充実強化を図るために要する資金を貸付けるのに必要な事項を定める。

（貸付対象）

第２　この資金の貸付けの対象となる者は、本会々員であって、青森県内において社会福祉法第２条第２項および第３項に定める施設を設置経営するものとする。ただし、重複貸付けはしないものとする。

（資金の種類）

第３　貸付ける資金の種類は、次の２種類とする。

(1)　施設の増改築及び環境整備資金

(2)　車両及び器具の整備資金

（貸付金限度額）

第４　貸付ける資金の限度額は、次のとおりとする。

(1)　施設の増改築及び環境整備資金にあっては、５００万円以内

(2)　車両及び器具等の整備資金にあっては、１００万円以内

（貸付の時期）

第５　資金の貸付けは、原則として６月、９月、1２月および３月の年４回行なうものとする。

（貸付利率）

第６　貸付けの利率は、年１パーセントとする。

（据置期間）

第７　据置期間は、貸付けの日から６月以内とする。ただし、その期間中は無利子とする。

（償還期限）

第８　償還期限は、次のとおりとする。

(1)　施設の増改築資金および環境整備資金にあたっては、据置期間経過後５年以内とする。

(2)　器具等の整備資金にあっては、据置期間経過後３年以内とする。

（償還方法）

第９　償還方法は、元金均等の月賦償還とする。

（借入申込）

第10　資金の貸付けを受けようとする者（以下「申込者」という。）は、福祉基金借入申込書（様式第１号）に、理事の名簿、理事会の会議録（写）のほか次に掲げる書類を添えて、社会福祉法人青森県社会福祉協議会長（以下「県社協会長」という。）に提出しなければならない。

(1)　施設の増改築資金および環境整備資金の場合には、設計見積書、土地および建物の登記簿謄本、施設規模変更協議書（写）

(2)　器具等の整備資金の場合には、購入見積書、土地および建物の登記簿謄本

（保証人）

第11　申込者は、1人以上の保証人を立てなければならない。

２　保証人は、県内に居住する者で、資金の貸付けを受けた者（以下｢借受人｣という。）と連帯して債務を負担するものとする。

３　借受人は、他の申込者の保証人となることはできない。また、保証人はこの資金を借り受けることができない。

（貸付決定）

第12　県社協会長は、申込者に対して資金を貸付ける旨決定したときは貸付決定通知書（様式第２号）を、貸付けない旨決定したときは貸付不承認通知書（様式第３号）を送付しなければならない。

（貸付金交付）

第13　貸付決定通知書の交付を受けた者は、保証人の連署した福祉基金借用書（様式第４号）にそれぞれの印鑑証明書を添えて、県社協会長に提出しなければならない。

２　県社協会長は、前項の規定における借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

（貸付金の返還）

第14　県社協会長は、借受人が貸付金を不正な手段により借り受けたとき又は、借り入れ目的以外に使用したときは、貸付金の全部または一部を返還させることができる。

２　借受人が、正当な理由なくして指定期日までに返還に応じなかったときは、返還請求額につき年率14.7パーセントにより計算した遅延損害金を、遅延日数に応じて納めなければならない。

（延滞利子）

第15　借受人が、指定期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞元金につき年率１０．７５パーセントにより計算した延滞利子を、延滞日数に応じて納めなければならない。

２　県社協会長は、借受人が災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、延滞利子を免除することができる。

３　借受人が、前項の規定により延滞利子の免除を申請しょうとするときは延滞利子免除申請書（様式第５号）を提出しなければならない。

４　県社協会長は、延滞利子の免除を認める旨決定したときは延滞利子免除承認書（様式第６号）を、認めない旨決定したときは延滞利子免除不承認書（様式第７号）を、申請者に送付しなければならない。

（償還金の支払猶予）

第16　県社協会長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため、指定期日までに償還することが著しく困難であると認めたときは、償還金の支払いを１年以内に限って猶予することができる。ただし、その期間は無利子とする。

２　借受人が、前項の規定により償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予申請書（様式第８号）を提出しなければならない。

３　県社協会長は、支払猶予を認める旨決定したときは支払猶予承認書（様式第９号）を、認めない旨決定したときは支払猶予不承認書（様式第10号）を、申請者に送付しなければならない。

（変更の届出）

第17　借受人または保証人が、氏名または住所を変更したときは、借受人がすみやかにその旨、文書をもって届出しなければならない。

２　借受人または保証人が死亡したときは、当該相続人がすみやかにその旨文書をもって届出しなければならない。

（意見聴取）

第18　県社協会長は、次の各号の一に該当するときは、地域福祉基金運営委員会の意見をきくものとする。

(1)　資金貸付の決定

(2)　貸付金の返還請求

(3)　延滞利子の免除の承認

(4)　償還金の支払猶予の承認

（補則）

第19　この要綱およびその他に定めのない事項については、県社協会長が別に定めるものとする。

　　附　則

この要綱は、平成８年５月29日から施行し、平成８年４月１日から適用する。

　　附　則

この要綱は、平成21年４月１日から適用する。

様式第１号

福 祉 基 金 借 入 申 込 書

社会福祉法　　　人青森県社会福祉協議会会長　様
下記のとおり福祉基金の借入れを申し込みます。

借入申込者氏名

（法人代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

下記の借入れに対し、連帯して債務を負担します。

連帯保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

連帯保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	借入希望金額
	金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	借入申込者
	ふりがな
	
	男・女
	大正

昭和
	年　　月　　日生

	
	氏　　　　　名
	
	
	
	

	
	現　　住　　所
	青森県　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　（　　　）

	
	本　　　　　籍
	

	
	経営する施設の名　　　　　称
	
	認 可 年 月 日
	　　年　　月　　日

	
	経営する施設の所　　在　　地
	青森県　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　（　　　）

	
	認可定員および現在の定員
	定員　　　　　名

（現在　　　　名）
	現在の施設の
建築年月日
	　　　年　　月　　日

	借入理由
	（現状の老朽度、不足度に対する必要性を具体的に）



	法人団体の
資産状況
	土　　　地
	施設（建物）
	そ　の　他

	
	
	
	

	法人団体の
現在における
負債状況
	借入先
	借入年月日
	借入金額
	償還期限
	使途

	
	
	・　　・
	円
	　・　　・
	

	
	
	　・　　・
	円
	　・　　・
	


	連 帯 保 証 人
	ふりがな
	
	男

・

女
	大正

昭和
	年　　月　　日生

	
	氏　　　　　名
	
	
	
	

	
	現　　住　　所
	青森県　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　（　　　）

	
	本　　　　　籍
	

	
	職          業

（具体的に）
	
	収　入　月　収
	金　　　　　　　円

	
	勤務先所在地
	

	
	資産状況
	土  地
	家　屋
	田　畑
	山林原野
	その他

	
	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	備考
	


	連 帯 保 証 人
	ふりがな
	
	男

・

女
	大正

昭和
	年　　月　　日生

	
	氏　　　　　名
	
	
	
	

	
	現　　住　　所
	青森県　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　（　　　）

	
	本　　　　　籍
	

	
	職          業

（具体的に）
	
	収　入　月　収
	金　　　　　　　円

	
	勤務先所在地
	

	
	資産状況
	土  地
	家　屋
	田　畑
	山林原野
	その他

	
	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	備考
	



